
 

インボイス帳票を発行する事業者として税務署 

より通知された登録番号です 

※上水道・下水道でそれぞれ登録番号があります 

上水道（企業団）：T2 - 8000 - 2000 – 0566 

下水道（泉南市）：T2 - 8000 - 2000 - 0748 

水道料金・下水道使用料それぞれの消費税額（10％） 

を表示するようにしました。（料金欄は税込表記です） 

水道料金の計算手順につきまして、10 月分より消費税額

の算出は水道料金とメーター使用料の合計後に行うこと

となりました。（端数は 1 円未満切捨て） 

このため、以前の個別計算と比べて 1 円の差額が生じる

ことがあります（下水道使用料には影響ありません）。 

令和 5 年 10 月分からインボイス制度に対応した 

料金計算方法を導入しています ５年 １０月分 


